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岡弁護士が先月号で紹介したファ

イザー事件（東京地裁平成２８年５

月３１日判決、東京高裁平成２８年

１１月１６日判決）について角度を

変えて御紹介致します。 

 

１ 基本給の約４０％にも上る減額

を有効と判断したこと 

これまでの多くの労働裁判例では、

等級の降格により賃金を減額するこ

とは、例え就業規則等に根拠があっ

たとしても大幅な減額は個人の同意

がなければ難しいと判断されてきま

した（職能資格制度ではアーク証券

（本訴）事件（東京地裁平成１２年

１月３１日判決）、職務給制度ではエ

ーシーニールセン・コーポレーショ

ン事件（東京地裁平成１６年３月３

１日判決））。ところが、このファイ

ザー事件地裁判決では、一度目の降

格（一等級降格）では基本給が９４

万２１００円から９１万８６００円

に、二度目の降格（専門管理職から

一般社員に降格）では基本給が９１

万８６００円から５８万９６００円

に減額することを有効と判断し、こ

れにはとても驚きました。更に高裁

判決も地裁の判断をそのまま支持し

ました。私は、せいぜい一度の等級

の降格により減額が出来るのは全体

の賃金総額の一割程度ではないかと

考えてきましたが、私の固定観念を

くつがえす判断でした。 

高給で雇い入れたものの全く期待

外れでかつ他の従業員にも有害で困

っている、解雇できないとしても何

とか減給したい、どう対処したらよ

いかとの相談は昔から多いですが、

大幅な減額が必ずしも不可能ではな

いということになります。 

 

２ 人事・賃金制度設計の裁量を重

視したこと 

原告は元々ファイザーではなく別

の会社の従業員でしたが、ファイザ

ーがこの会社を吸収合併したことか

ら平成２２年６月からファイザーの

従業員となりました。ファイザーは

合併後人事制度改定を進め、職務給

制度を改定し新たに降格制度を設け

ました。 

既に岡弁護士が記載しております

が、降格制度の新設自体は専門管理

職から一般社員への降格ルールの新

設は適正な評価がなされる限り既得

権を否定する意味で衡平に適う面が

あるとすら判断し、大幅な減額が可

能な制度設計については「そもそも，

専門管理職と一般社員とでは，賃金

の構成及び賞与の仕組みが異なって

おり（甲３の２条，２５条），このこ

とは元々前提となるルールとして予

め周知されているのであって，専門

管理職と一般社員の月額給与を対比

することに合理性はない。」とすら言

及しました。労働裁判例は数々の従

業員の「既得権」を保護してきたと

私は勝手に思い込んできましたが、
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裁判所自ら「既得権」という言葉を

使い、制度設計の裁量を重視したこ

とに驚きました。 

 

３ 原告の能力ではなく態度を問題

にしていること 

判決文を読むに、原告は能力が無

いわけではなく、東京大学大学院農

学系研究科畜産獣医学専攻修士課程

を修了し、働きながら獣医師免許も

取得しております。 

ところが、原告は非常にプライド

が高く、会社から指示された仕事に

ついて、これは自分が行うようなレ

ベルの仕事ではないとして、拒否も

しくはかなりいい加減に仕事を行っ

ていました。例えば、上司からの翻

訳の指示に対し、「労力と時間の無

駄」、「とっとと自分で修正すれば良

いと思います」などのメールを送り

業務を拒否するなどを繰り返しまし

た。 

しかも訴訟になってからも、一般

社員に降格してから担当したサポー

ト業務について、これは自分のよう

なレベルの人間が行う仕事ではない、

機会を与えない会社が悪いとの主張

を延々と続けました。 

これに対し裁判所は「原告につい

ては，スキルよりもマインドに問題

があり，当事者意識，責任感及び顧

客志向をもって，高いレベルで職務

を遂行し続けることを通じて周囲の

信頼を回復することが求められてい

たのであって，たかがサポート業務

と侮ることなく，専門管理職たるに

相応しい当事者意識，責任感及び顧

客志向をもってサポート業務を行え

るかどうかが問われていることは折

に触れ説明されていたところ，実際

には求められる水準に及ばなかった

のであるから，原告の評価が低くな

るのは致し方ないところであるし，

原告が前記のような主張をしている

こと自体，原告が自らの課題を正し

く認識していないことをうかがわせ，

被告における原告の評価が妥当であ

ることを示すものといわなければな

らない。」とも判断しております。 

裁判官も必ずしも自分が希望して

いる仕事を担当しているとは限りま

せん。本当は民事訴訟を担当したい

と希望を出しているにもかかわらず、

刑事訴訟を長年担当することになっ

たり、これまでのキャリアで扱った

ことのない家事分野に異動すること

もあるそうです。だからと言うわけ

ではないのでしょうが、担当裁判官

の原告の業務に対する姿勢は非常に

厳しいものがありました。 

 

４ 降格＝悪ではない 

本件は世界的な外資系大企業の事

例であり、果たしてどこまで先例と

して価値があるかは不明ですが、降

格は人事制度として衡平に資する場

合や、他の従業員の意欲を維持・向

上させる場合もあります。降格＝不

利益＝悪という発想ではなく、この

裁判例の様に柔軟に判断していただ

く事例が増えて欲しいと思います。 
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